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２０２１年９月１４日 

各 位 

株式会社岩手銀行 

 

中小企業庁「Ｍ＆Ａ支援機関」への登録について 

 

株式会社岩手銀行（頭取 田口幸雄）は、2021 年 9 月 13 日付で中小企業庁の「Ｍ＆Ａ

支援機関」に登録されましたのでお知らせいたします（中小企業庁によるＭ＆Ａ支援機関

登録制度については下記のとおり）。また、弊行グループ会社であるいわぎんコンサルティ

ング株式会社（代表取締役 佐々木安浩）においても、同様に登録されました。 

 岩手銀行グループでは、これまでＭ＆Ａ仲介業務を通じて、地域のお客さまが抱える事

業承継等に関する経営課題の解決支援に取り組んでまいりましたが、今回の「Ｍ＆Ａ支援

機関」への登録を契機といたしまして、地域のお客さまおよび地域経済の発展により一層

努めてまいります。 

 なお、今回はＭ＆Ａ支援機関として、全国で 493 件が登録されました。 

 

記 

 

中小企業庁「Ｍ＆Ａ支援機関登録制度」の趣旨 

１．2021 年 4 月、中小企業庁は中小企業を当事者とするＭ＆Ａ（以下「中小Ｍ＆Ａ」と

いう）を推進するため、今後５年間に実施すべき官民の取組みを「中小Ｍ＆Ａ推進計画」

として取りまとめました。 

２．「中小Ｍ＆Ａ推進計画」の中で、中小企業におけるＭ＆Ａ支援機関に対する信頼感醸成

の必要性が課題の一つとして掲げられ、対応策として次の２点に取り組むこととしまし

た。 

（１）事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、Ｍ＆Ａ支援機関の登録制度を

創設し、Ｍ＆Ａ支援機関の活用に係る費用の補助については、予め登録された機関の

提供する支援に係るもののみを補助対象とすること 

（２）登録したＭ＆Ａ支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報を 

受け付ける窓口も創設すること 
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３．Ｍ＆Ａ支援機関に係る登録制度の実施を通じて、Ｍ＆Ａの基本的な事項及び手数料の

目安や適切なＭ＆Ａのための行動指針を提示した「中小Ｍ＆Ａガイドライン」の理解及

び普及を促し、中小企業が培ってきた貴重な経営資源を将来につないでいこうとする際、

より一層円滑にかつ安心してＭ＆Ａを手段の一つとして選択できる環境の実現を目指し

ています。 

以 上 
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